
【日 時】 １３：３０～１６：３０まで

【協 力】 

・今後相続等により空き家所有者になる方 

・現在の住まいが空き家となる心配のある方 など 

 

・公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 西濃支部 

 

      事前予約になりますので町建設課までご連絡ください。

・町内空き家所有者  

【内 容】「空き家課題」「空き家対策」に向けた相談   

  
  
 
 

 
  
 

 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   日 程  【 受 付 期 日 】 場 所   

５月２１日（木）【４月３０日（木）】 町 役 場 １１月１９日（木）【１０月３０日（金）】 小畑公民館 

６月１８日（木）【５月２９日（金）】 中央公民館 １２月１７日（木）【１１月３０日（月）】  福祉センター 

７月１６日（木）【６月３０日（火）】 広幡公民館 １月２１日（木）【１２月２８日（月）】 多芸公民館 

８月２０日（木）【７月３１日（金）】 上多度プラザ ２月１８日（木）【１月２９日（金）】 日吉公民館 

９月１７日（木）【８月３１日（月）】 池辺公民館 ３月１８日（木）【２月２６日（金）】 室原自治会館 

１０月１５日（木）【９月３０日（水）】 
笠郷公民館 

（就業改善センター） 
 

 

TEL：0584-32-5081 

疑問についてお受けします。気軽にお問合せください！ 

空き家になったらどうしたらいいの？ 

産業建設部 建設課 空き家対策担当 

 

養老町役場 

空き家の所有者になるかも？なったらどうすれば？ 

皆様の周りにこんなお悩みありませんか？ 

相続の準備はなにがあるの？ 

  

〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田 798番地 

【お問合せ先・ご予約先】 【対 象】 


